
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則 

（
疾
病･

感
染
症
対
策
室
）　
　

一

告　
　
　

示

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　
　

一

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

二

〇
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　
　

二

〇
県
施
行
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
変
更
案
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　
　

二

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出 
（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

二

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

三

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）　
　

三

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

規　
　
　

則

　

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
八
号

　
　
　

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
三
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

　

様
式
第
二
号
裏
中
「提
示
し
て
く
だ
さ
い

。」
の
下
に
「ま

た
，
血
友
病
Ａ
，
血
友
病
Ｂ
及
び
血
液
凝
固
因
子
製
剤

の
投
与
に
起
因
す
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
に
よ
り
こ
の
証
を
交
付
さ
れ
て
い
る
方
は
，
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
を
窓
口
に
併

せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い

。」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
二
号
で
取
扱
い
上

著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
費
用

交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

番
号

種　
　

類

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

発　
　

行　
　

所

一二三四五六

コ
ミ
ッ
ク

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

ウ
ラ
女
子

　

４
４
３
３
０

－

４
８

犯
罪
芸
能

　

５
３
４
５
３

－

６
１

月
刊
マ
ガ
ジ
ン
ビ
ー
ボ
ー
イ　

５
月
号

　

１
８
３
５
５

－

０
５

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
（
５
月
号
）

　

０
１
８
０
５

－

０
５

検
索
禁
止
ー
グ
グ
る
な
キ
ケ
ン

　

６
８
３
０
１

－

９
０

拷
問
マ
ニ
ュ
ア
ル

　

６
４
２
０
０

－

５
７

㈱
白
泉
社

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

リ
ブ
レ
出
版
㈱

㈱
鉄
人
社

マ
イ
ウ
ェ
イ
出
版
㈱

三
和
出
版
㈱
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二　

指
定
理
由

　
 　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
三
ま
で
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
四
の
図
書
に
あ
っ
て

は
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
し
、
五
及
び
六
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
甚
だ
し
く
残
忍
性
を
有
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
二
四
〇
五
〇
八
七

ウ
エ
ッ
ク
児
童
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
亘
理

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中

泉
字
上
谷
地
二
百
三
十

九

－

三

児
童
発
達
支
援

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
ウ
エ

ル
シ
ス
パ
ー
ト

ナ
ー
ズ

平
成
二
十
六
年

五
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

実
施
年
月
日

実　

施　

区　

域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

平
成
二
十
六
年

六
月
十
六
日

気
仙
沼
市

大　
　

島

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

気
仙
沼
市
大
島
公
民
館

　

同
六
月
十
七
日

気
仙
沼
市

新

月
・

気

仙

沼

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

市
民
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
す
こ

や
か

　

同
六
月
十
八
日

気
仙
沼
市

唐
桑
・
中
井
・

小

原

木

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

気
仙
沼
市
唐
桑
総
合
支
所

　

同
六
月
十
九
日

気
仙
沼
市

階
上
・
面
瀬
・

松

岩

午
前
九
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

気
仙
沼
市
松
岩
公
民
館

　

同
六
月
二
十
三
日

気
仙
沼
市

大

谷

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

気
仙
沼
市
大
谷
公
民
館

　

同
六
月
二
十
四
日

気
仙
沼
市

気
仙
沼
・

鹿

折

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

気
仙
沼
市
中
央
公
民
館 

　

同
六
月
二
十
五
日

気
仙
沼
市

魚
市
場
周
辺

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

気
仙
沼
市
魚
市
場

  

同六月
二
十
六
日

気
仙
沼
市

小
泉
・
津
谷

午
前
九
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

気
仙
沼
市
本
吉
総
合
体
育
館

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
事
業
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お

り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
事
業
計
画
変
更
の
案
で
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
意
見
の
あ
る
利

害
関
係
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

二　

縦
覧
時
間

　
　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　

１　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

　

２　

多
賀
城
市
鶴
ヶ
谷
一
丁
目
四
番
一
号　

宮
城
県
多
賀
城
分
庁
舎

　
　
　

宮
城
県
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
務
所

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
亘
理
土
地
改
良
区
役

員
の
住
所
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

大　
　

内　
　
　
　
　

仁　
　
　

役
職
名

変

更

後

変

更

前
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氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

理

事

阿
部　

俊
一

亘
理
郡
亘
理
町
字
上
茨
田
十
九

番
地
一

阿
部　

俊
一

亘
理
郡
亘
理
町
字
悠
里
一
番
地

五
十
三

－

五

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
米
市
豊
里
町
土
地

改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

正　
　

木　
　
　
　
　

毅　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日

阿

部　
　
　

公

登
米
市
豊
里
町
二
ツ
屋
二
百
三
十
七
番
地

二

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日

渡

辺

重

利

登
米
市
豊
里
町
竹
ノ
沢
七
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日

今

野
　

守

登
米
市
豊
里
町
新
田
町
百
四
番
地
二

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日

山

形

孝

男

登
米
市
豊
里
町
新
田
町
百
六
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日

佐
々
木　

千　

里

登
米
市
豊
里
町
寿
崎
七
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日

加

藤

政

昭

登
米
市
豊
里
町
土
手
下
六
十
番
地
豊
里
新

町
住
宅
五
号

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日

佐

藤
　

寛

登
米
市
豊
里
町
大
曲
四
十
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
八
日

佐

藤

哲

義

登
米
市
豊
里
町
新
田
町
百
九
十
二
番
地

監

事

平
成
二
十
六
年
四
月
八
日

佐
々
木　

礼　

藏

登
米
市
豊
里
町
大
沢
谷
岐
五
十
番
地

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

渡

辺

重

利

登
米
市
豊
里
町
竹
ノ
沢
七
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

山

形

孝

男

登
米
市
豊
里
町
新
田
町
百
六
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

加

藤

政

昭

登
米
市
豊
里
町
土
手
下
六
十
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

伊

澤
　

晃

登
米
市
豊
里
町
内
一
番
江
三
十
八
番
地
一

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

佐

藤

幸

喜

登
米
市
豊
里
町
十
五
貫
百
二
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

星

孝

登
米
市
豊
里
町
久
寿
田
九
十
九
番
地
二

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

佐

藤
　

悟

登
米
市
豊
里
町
新
田
町
百
二
十
九
番
地

理

事

平
成
二
十
六
年
四
月
七
日

佐
々
木　
　
　

功

登
米
市
豊
里
町
蕪
木
百
十
四
番
地

監

事

平
成
二
十
六
年
四
月
七
日

佐
々
木　

謙　

一

登
米
市
豊
里
町
浦
軒
六
十
八
番
地

監

事

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日　

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
構
築
等
賃
貸
借
業
務　

一

式
二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

震
災
復
興
・
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課　

仙
台

市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

四 　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

み
や
ぎ
Ｎ
Ｅ
連
合
（
代
表
構
成
員　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式

会
社
東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁
目
六
番
一
号
）

五　

落
札
金
額　

二
億
九
千
九
百
九
十
五
万
九
千
二
百
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
含
む
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
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〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
南
長
谷
字
北
町
十
二
番
一
及
び
二
十
一
番
一
の

各
一
部
並
び
に
十
二
番
一
地
先
の
道
の
一
部

　

石
巻
市
双
葉
町
十
番
二
十
九
号

 

南
光
運
輸
株
式
会
社　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

亘
理
郡
山
元
町
小
平
字
北
五
十
五
番
一
、
六
十
七
番

一
、
六
十
八
番
一
、
七
十
六
番
二
、
七
十
七
番
三
、
七
十

八
番
一
、
七
十
九
番
一
、
七
十
九
番
三
、
七
十
九
番
四
及

び
八
十
番
一

　

亘
理
郡
山
元
町
大
平
字
畑
中
九
番
地
の
二　
　
　
　
　

 

 

仙
南
ベ
ニ
ヤ
株
式
会
社　
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